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愛 媛 県 保 健 福 祉 部    

生きがい推進局障がい福祉課長  

〔 公 印 省 略 〕 

 

    生活介護事業所、就労継続支援Ｂ型事業所にかかる「自己点検チェック 

    のためのガイドライン案」「自己点検チェックリスト案」「実践事例集」 

の公表について 

 

 平素から、障がい福祉施策の推進に格別の御協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

 厚生労働省より、別添のとおり、次期報酬改定に向けてサービスの質の向上について

引き続き検討、検証を行っており、今般、生活介護事業所及び就労継続支援Ｂ型事業所

における「自己点検チェックのためのガイドライン案」、「自己点検チェックリスト案」

及び「実践事例集」を作成し、厚生労働省ホームページにて公表したとの通知がありま

した。 

 つきましては、事業所内の取組みを振り返り、サービスの質の向上につながるよう、

これらのツールをご活用いただきますようお願いいたします。 

 

 なお、厚生労働省事務連絡にある『自己点検チェックリスト案』のＵＲＬについて、

該当ＵＲＬは以下のとおりです。 

『自己点検チェックリスト（案）』 

    https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000527087.xlsx 

 

 

（参考）厚生労働省ホームページ 

トップページ＞政策について＞分野別の政策一覧＞福祉・介護＞障害者福祉＞障害福祉サービス等＞障害者の就労支援 

の「４ 参考資料」に関係資料が掲載されています。 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/shurou.html 
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